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球磨川流域地域連携推進業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　川辺川ダム砂防事務所長
栗　原　太　郎
熊本県球磨郡相良村大字柳瀬３３１７

令和　８年　６月　１日

熊本県

¥３０，０００，０００－

¥０－
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随意契約理由書 

 
 １．業務名    球磨川流域地域連携推進業務 
 
 ２．履行場所   球磨川流域 
 
 ３．契約の相手方 名 称：熊本県 
          住 所：熊本県熊本市中央区水前寺６丁目１８番１号 
          電 話：０９６－３３３－２６１０ 
 
 ４．契約適用法令 会計法第２９条の３第４項及び 
          予算決算及び会計令第１０２条の４第３号 
 
 ５．当該業務の目的・内容及び契約に付する理由 
  １）当該業務の目的 

川辺川の流水型ダム事業については、令和１７年度の完成を目指し、鋭意事業を推進しているところで

あるが、球磨川流域の創造的復興を実現するためには、当該事業の効果を地域へ波及させることが重要で

ある。 

一方、球磨川流域では人材不足や産業衰退が進行しており、ダム建設事業の効果を十分に波及させるた

めには、流域全体が一体となって取り組む体制の構築が求められている。 

本業務は、川辺川の流水型ダム整備に伴う効果を五木村および相良村、さらには球磨川流域全体へ効果

的かつ広域的に波及させるため、国・県・市町村・民間企業・地域住民等が連携して取り組むための仕組

みと体制を構築し、川辺川の流水型ダムを中心とした地域連携方針を策定することを目的とする。 

 
  ２）業務の内容 
     本業務は、川辺川における流水型ダムでの取組を中心とした球磨川流域の振興に資する取り組み等に

ついて調査・検討を委託するものである。 
 
  ３）契約に付する理由 

本業務は、川辺川の流水型ダム事業の円滑な推進と五木村・相良村を中心とした地域との調和を図り

つつ、事業区域内外における地域活性化や波及効果の創出に取り組むことを目的とし、その効果の拡大

を図るために重要な広域的連携の構築および施策展開に向けた調査・検討を行い、球磨川流域の地域振

興に資することを目的としている。 
本業務の遂行にあたっては、球磨川流域全体における関連計画との整合性、歴史及び文化等をふまえ

て調査・検討を実施する必要があるため、地域計画及び周辺地域の歴史や文化などを広域的に熟知した

熊本県により総括し遂行する必要がある。さらに、本業務は地域の方の意向を取り込み進めていく必要

があり、職務上知り得た情報や個人情報保護など業務の遂行にあたっては守秘義務の遵守が求められる。 
     以上のことから、本業務を円滑かつ的確に遂行するためには、熊本県が唯一の契約相手と判断するも

のである。 
     よって会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、熊本県と随

意契約を締結するものである。 
（契約理由書作成者） 

川辺川ダム砂防事務所 調査設計課長 


